
Ⅰ．　は　じ　め　に

　精神障害者が，地域の一員として安心して自分ら
しい暮らしをすることができるよう，精神障害にも
対応した地域包括ケアシステムの構築が必要とされ，
そのためには，多様な精神疾患ごとの医療機関の役
割を整理し，相互連携を推進する体制整備が求めら
れている。
　本委員会では，統合失調症をはじめとする多様な
精神疾患ごとの地域連携拠点機能および県連携拠点
機能の役割を担う医療機能の明確化について検討を
重ね，令和 2年度に具体的な体制としてとりまとめ，
令和 3年 3月の第 7次広島県保健医療計画の中間見
直しで反映された。
　本年度は，中間見直し後の精神医療の現状につい
て確認するとともに，依存症や自殺対策等の検討課
題について検討・協議を行った。
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Ⅱ．　協　議　内　容

　令和 4年 3月 28 日に精神疾患専門委員会を開催
し，主な協議内容は，次のとおりである。
（1）中間見直し後の広島県の精神医療を取り巻く

状況
　精神医療の受療状況，精神科病院及び精神科を標榜
する診療所数，精神疾患の患者数，日常生活における
悩みやストレスのある人の割合，精神保健福祉セン
ターにおける相談の状況，保健所・市町における相談
の状況について協議した。精神科病院在院患者数の推
移に関して，「入院期間 1年以上の患者数の減少は，
全国と比べると少ないのではないか」，「関連してクロ
ザピンの使用状況等を調査し，長期入院患者数の減少
を推進していくべきではないか」などの意見があった。
（2）依存症
　依存症（アルコール，薬物，ギャンブル等）に関
する診療と相談の現状と課題について協議した。
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ギャンブル等依存症に関して，相談拠点（精神保健
福祉センター）への相談件数が増加傾向にあるが，
受診につながっていない可能性があるため，依存症
ワーキンググループを設置し，次年度以降，具体的
な検討を行うことを決定した。なお，依存症ワーキ
ンググループの会議開催は，令和 4年度から行うこ
ととした。
（3）自殺対策
　減少傾向で推移していた広島県の自殺死亡率（警
察庁統計，暫定値）が，令和 3年に増加に転じてい
る状況等を共有した。

Ⅲ．　次年度の検討事項について

　令和 2年度の協議結果を踏まえ，来年度の本委員

会において次の取組みを行う。
　・ 広島県自殺対策推進計画（第 3次）の策定に向
けた検討

　・ 依存症ワーキンググループにおいて，実態把握
（アンケート調査）と課題の分析・検討

Ⅳ．　ま　　と　　め

　精神科医療提供体制の整備にあたっては，各地域
の地域性と医療リソースを考慮した上で，医療機関
の役割分担の整理が重要である。自殺死亡率の増加
や依存症医療提供体制等の喫緊の課題に対して取り
組むとともに，引き続き令和 5年度の第 8次保健医
療計画策定を見据えて本委員会で協議していく。
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